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10．母子保健 
  母子保健対策は、昭和 41年に母子保健法が施行されて以来、母子保健向上のため、母性から乳幼

児に至るまで一貫した保健指導を行っています。 

 

  ○ 妊娠の届出と母子健康手帳の交付 

  ○ 妊産婦、乳幼児への保健指導と健康診査 

  ○ 母親教室や育児教室を通じた、妊娠、出産、育児に係る正しい知識の普及 

  ○ 未熟児、新生児、妊産婦に対する保健師等による訪問指導 

  ○ 未熟児、小児慢性特定疾病児等の医療費等公費負担制度 

 

 （１）妊娠届と母子健康手帳の交付 

    「母子保健法」に基づき妊娠の届出をした方に対して、母子健康手帳を交付します。 

    母子健康手帳は妊娠・出産・育児に関する母と子の一貫した健康記録であるとともに、保護

者の育児に関する指導書となるものです。手帳交付時に、保健師が妊娠・育児についての相談

や指導を行っています。 

      令和５年度 交付数     ７４０件 

 

 （２）保健指導状況 

  ○ 助産師による訪問指導状況 

     令和５年度 新生児訪問件数         ５３１件 

 

 （３）健康診査事業 

  ア 妊産婦健康診査 

妊産婦健康診査は、おなかの赤ちゃんの発育をみるだけでなく、さまざまな検査を通して妊

産婦とおなかの赤ちゃんの健康を守る大切な機会です。この健康診査を受けることで、病気な

どを早期に発見し、早期に対応することで安心して出産を迎えることができ、産後のうつ予防

や新生児への虐待を予防します。 

母子手帳別冊～妊産婦健康診査受診手帳には１６回分の妊婦健康診査受診票、４回分の超音

波検査受診票、２回分の産婦健康診査受診票及び、それぞれ１回分の新生児聴覚検査受診票、

乳児一般健康診査受診票が綴ってあります。 

イ 出生前小児保健指導 

    出産予定日時点で 20 歳未満の妊婦及びその配偶者に対し小児科医で乳児の健康上の注意や育

児に関する指導、助言を受けることのできる紹介状及び指導票を交付しています。これにより

小児科医の確保や出産後の育児不安を軽減し児童虐待の抑制に努めています。 

  ウ 先天性代謝異常等検査 

    心身の発育を妨げる先天性代謝異常症や先天性甲状腺機能低下症等を早期に発見するため、

生後 4～6日目に足の裏からごく少量の血液を採取して検査します。 

大阪市では市内で出生した赤ちゃんを対象に医療機関で検査を実施しています。 

（検査費は公費負担、採血料は自己負担） 

  エ 乳児一般健康診査 
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    出生後の乳児が健康で順調に発達しているか、治療の必要な病気がないか等を早期に発見す

るために、大阪府内の委託医療機関において無料で前期（1～2 か月）と後期（9～11 か月）の 2

回受診できます。 

  オ 新生児聴覚検査事業 

    平成３１年１月１日以降に出生した原則生後１か月以内の新生児に対し行う自動聴性脳幹反

応検査、耳音響放射検査のいずれかのうち、初回検査分の費用を下表のとおり助成します。 

自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢＲ検査） ４，０２０円（上限） 

耳音響放射検査（ОＡＥ検査） １，５００円（上限） 

カ 産後ケア事業 

退院直後、母親の心身ケアや育児サポートの支援が必要な母子を対象に大阪市が委託した業

者よりショートステイ、デイケアのサービスを各サービス共に７日を限度として、また、アウ

トリーチは３回を限度に１日（１回）あたり下表の自己負担額で利用できます。このことによ

り、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図っています。 

 ショートステイ デイケア アウトリーチ 

市府民税課税世帯 ４，２５０円 １，５００円 ５００円 

市府民税非課税世帯、生活保護世帯 ２，５００円 １，０００円 無 料 

キ 出産・子育て応援交付金事業  

令和５年２月２２日より全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠

期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる伴走型相談支援と、経済的支援として出

産・子育て応援給付金の支給（出産応援給付金５万円、子育て応援給付金５万円）を一体的に

実施しています。 

 

 

 （４）医療費等公費負担制度 

  ア 小児慢性特定疾病医療費 

    児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児

童等へ、治療方法に関する研究等に資する医療費の公費負担を行っています。 

イ 結核児童の療育給付 

    結核にかかっている児童が学びながら療養するため指定養育医療機関に入院した場合、医療

費の免除と日用品、学習用品等が支給されます。 

ウ 未熟児養育医療 

    母子保健法に基づき、出生体重が 2,000グラム以下並びに生活力が特に薄弱であり、入院養

育が必要なものに医療費の公費負担を行っています。 

エ 不妊検査費・治療費助成 

    不妊治療をしている方で、令和５年４月１日以降に開始した不妊症の診断・治療計画を立て

るにあたっての検査費用の一部を助成します。また、保険診療の体外受精や顕微授精などと併

せて実施した先進医療費用の一部を助成します。 

  

（５）乳幼児健康診査 
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    乳幼児健診は、生後 3 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児を対象として個別通知のうえ各々毎月１

回実施し発育状況の把握や疾病の早期発見につとめるほか、必要に応じ、医療機関、こども相

談センターなどで精密検査を実施し、適切な治療、指導を受けられるよう連携しています。 

    1 歳 6 か月児、3 歳児については、精神発達のチェック及び心理相談などとともに歯科検診を

併せて実施し、う歯の早期発見、予防など保健指導を行っています。 

    なお、3歳児については、令和４年度から眼の屈折検診を実施しています。 

 

健 康   保育、家族計画、予防接種等衛生教育 

             助言指導   保健師、栄養士、心理相談員による指導 

   乳幼児健診     追跡観察   保健師による家庭訪問、フォロー健診、電話、文書等 

             精密検査   育成相談、医療機関、中央こども相談センター紹介 

             要 医 療   医療機関紹介 

 

  ア 3か月児健診実施状況（令和５年度）                （人） 

該当数（イ） 呼 出 し 数 受診数（ロ） 受診率（ロ／イ） 

681 681 645 96.5％ 

   

イ 1歳 6か月児健診実施状況（令和５年度）              （人） 

該当数（イ） 呼 出 し 数 受診数（ロ） 受診率（ロ／イ） 

678 678 645 95.1％ 

  

ウ 1歳 6か月児歯科健診実施状況（令和５年度）              （人） 

受 診 者 
むし歯の 

あ る 者 

むし歯の 

総 本 数 

1 人当り 

むし歯の数 

不正咬合 

のある者 

口腔軟組織疾

病のある者 

645 6 22 3.6本 56 135 

   

エ 3歳児健診実施状況（令和５年度）                 （人） 

該当数（イ） 呼 出 し 数 受診数（ロ） 受診率（ロ／イ） 

748 748 715 95.6％ 

   

オ 3歳児歯科健診実施状況（令和５年度）                 （人） 

受 診 者 
むし歯の 

あ る 者 

むし歯の 

総 本 数 

1 人当り 

むし歯の数 

不正咬合 

のある者 

口腔軟組織疾

病のある者 

715 22 27 1.2本 96 87 

    

カ 3歳児健康診査 屈折検査実施状況（令和５年度）               （人） 

 

開設数 来所者数 実施者数 
実施者のうち 

所見あり者の数 
未実施者数 

測定 

不能者数 

12 714 701 36 9 4 

区分 
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キ 発達相談 

   発達相談は心身発達上の追跡観察を必要とする乳幼児に対し、一定の日時を定め、専門医によ

るフォロー健診と保健指導を行い、乳幼児の健康管理に努めています。 

実施 

回数 

3 か月児 

健   診 

1歳 6か児 

健 診 

3 歳 児 

健 診 

保健師に 

よる健康 

相 談 等 
計 

12 
52 15 18 14 99 (人) 

52.5 15.2 18.2 14.1 100 (％) 

ク ４・５歳児発達がい相談 

４・５歳児発達障がい相談は保育所、幼稚園、家庭等の日常生活で発達障がいの疑いのある３

歳児健康診査受診以降小学校就学までの幼児に対し、一定の日時を定め、専門医によるフォロ

ー健診と保健指導を行い、乳幼児の健康管理に努めています。 

実施 

回数 
養 育 者  通所施設 

3歳児健診

のフォロー 

発達相談の

フォロー 

保 健 師に

よる相談 
その他 計 

8 
0 4 0 0 0 1 5(人) 

0 80 0 0 0 20 100(％) 

  

（６）乳幼児発達相談体制強化事業 

発達障がいのある子どもと養育者が、速やかに診断や医療に繋がる相談を受けることができ、

早期の養育や適切な保育・教育等につながることが求められています。そのために、医師、保健

師、心理相談員による専門的な支援のもとに安心して育児ができるよう、保健福祉センターにお

ける支援体制を確保することを目的として実施しています。 

 1 歳 6 か月児 

健 診 

3 歳 児 

健 診 

発    達 

相    談 

4・5 歳児 

発達相談 
常    設 

相    談 
計 

相談件数 55 63 0 5 178 301（件） 

 

 

 

11．栄養改善事業 
  平成 12年度に、健康寿命の延伸とＱＯＬ（生活の質）の向上を目標とした 21世紀の国民健康づく

り運動として「健康日本 21」が打ち出され、大阪市でも「すこやか大阪 21」を策定するなど、生活

習慣病予防が一層重視される時代となっています。 

  食生活とこれらの生活習慣病は深い関連があり、正しい食生活のあり方を日常生活に浸透、定着

させることが、住民の健康を保持増進していくうえで極めて重要です。 

  こうした観点に立って各種事業を通じ、母子から高齢者にいたるまで、栄養や食事の大切さを普

及啓発しています。 

 

 （１）健康増進法関係 

  ア 母子栄養指導 

    妊婦教室、乳幼児健診（3 か月児・1 歳 6 か月児・3 歳児）、離乳食講習会、発達相談、地域

ふれあい子育て教室等において指導を行っています。 

  イ 一般栄養指導 
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    食生活相談日の開設 

    健康と食生活に関する個別の相談に応じるため月３回の個別指導を行っています。 

  ウ 外食栄養管理推進事業 

    平成 8年度より大阪市では外食利用者が適切な食事の選択に役立てるように、また、食事面で

配慮の必要な人が外食時にも適切な食生活管理ができるよう、栄養成分表示等の健康・栄養情

報の提供を行っています。 

  エ 健康教育 

    ４０歳以上の方を対象に生活習慣病の予防、健康の保持・増進 

   等のため地域健康講座の他、ライフステージ別の健康教育を実施しています。 

     また、個別指導として、療養上の保健指導が必要であると認められる方やその家族等に対して、

訪問栄養指導を行っています。 

    

（２）国民の健康づくり地方推進事業 

  ア 健康講座保健栄養コースの開催 

    健康増進対策の一環として、合理的な栄養のあり方、適切な運動と休養、健康管理など、具

体的な知識及び方法について習得した健康づくりのリーダーを養育し、食生活を中心とした健

康自主管理の方法の浸透を図り、健康水準を高めることを目的とし、毎年開催しています。 

イ 地区組織活動の育成 

    健康講座保健栄養コースの修了者で組織されている「天王寺区食生活改善推進員協議会」は、 

   地域での健康づくり活動をめざし、食生活改善リーダーとして連携しています。その主な活動 

   は次表のとおりです。 

食生活改善推進員協議会の主な普及啓発活動状況（令和５年度） 

活動の種類 活 動 名 称 回数 参加人員  

各 種 

講 習 会 

生涯骨太クッキング 

おやこの食育教室 

スキルアップ事業 

キッズクッキング 

ジュニアクッキング 

男性料理教室 

子育て支援サークル 

１回 

１回 

３回 

１回 

１回 

１回 

１回 

１３名 

１９名 

７８名 

４３名 

４２名 

８名 

１８名 合計 

９回２２１名 

各 種 

食生活展 

歯の健康展 

区民まつり 

みんなの健康展 

子育て愛あいフェスティバル 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

 

１００名 

４００名 

１３０名 

５０名 
合計 

４回 ６８０名 

そ の 他 

健康講座保健栄養コース開閉講式 

文化のつどい 

ボッチャ大会 

 

２回 

１回 

１回 

 

１６名 

１４名 

１０７名 

 

合計 

４回１３７名 

 

 （３）介護保険法関係 

       65歳以上の方を対象に、生活習慣病を予防するとともに、低栄養状態を予防するため、栄養改  

善を内容とした講座を開催し、高齢者が活動的な生活を送ることができるよう食生活面からの支 

援をしています。 
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 （４）食育基本法関係 

    食育活動を効果的に推進していくためには、家庭での取り組みだけでなく、地域の関係機関 

   や関係団体が一体となって、それぞれの立場で推進していくことが重要です。 

そこで第４次大阪市食育推進基本計画に基づき、地域の教育・保育関係者や各団体等が連携し、

食育の推進が図れるようネットワークづくりを行っています。 

 

（５）対象別指導状況 

                 （人）                      （人） 

個 別 指 導  集 団 指 導 

対 象 延人員  対 象 回 数 延人員 

母 子 ３３８  妊 産 婦 １２ ８１ 

食 生 活 相 談 ４２  乳 幼 児 ３２ ６６６ 

外食栄養管理推進 ０  健康講座保健栄養コース ９ ６４ 

学 生 実 習 ３９  地 区 組 織 活 動 育 成 １５ ２２０ 

訪 問 栄 養 指 導 １  食 育 推 進 事 業 ２ ３２ 

食 育 推 進 事 業 ０  社 会 復 帰 相 談 ０ ０ 

計 ４２０  外 食 栄 養 管 理 推 進 ４ ６４ 

  地 域 健 康 講 座 ２ １６ 

  食  育  講  座 ２１ ３４９ 

   高齢者（向け）健康教室 ７ １３８ 

   計 １０４ １６３０ 

 

 


